
　
　
　
　
　
　
　
石
神
兼
文
先
生
略

大
正
五
年
八
月
一
一
日

　
　
鹿
児
島
県
日
置
郡
東
市
来
町
長
里
二
二
一
番
地
に
出
生

昭
和
一
〇
年
三
月

　
　
第
七
高
等
学
校
造
士
館
文
科
甲
類
卒
業

同同同同同同
一
五
年
三
月

東
京
帝
国
大
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
業

一
五
年
四
月

大
日
本
航
空
株
式
会
社
入
社

一
六
年
三
月

現
役
入
隊
、
右
会
社
休
職

二
一
年
三
月

復
員
、
召
集
解
除

二
二
年
一
〇
月

鹿
児
島
県
立
第
二
中
学
校
教
諭

二
五
年
一
〇
月

鹿
児
島
大
学
助
手
文
理
学
部

歴
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昭
和
二
九
年
二
月

　
　
鹿
児
島
大
学
講
師
文
理
学
部

同同同同同同同同同三
一
年
三
月

鹿
児
島
大
学
助
教
授
文
理
学
部

三
八
年
五
月

鹿
児
島
大
学
学
生
課
長
（
昭
和
四
〇
年
四
月
ま
で
）

四
〇
年
四
月

鹿
児
島
大
学
助
教
授
法
文
学
部

四
二
年
四
月

鹿
児
島
大
学
教
授
法
文
学
部

四
五
年
一
〇
月

鹿
児
島
大
学
評
議
員
（
昭
和
四
八
年
三
月
ま
で
）

四
八
年
四
月

鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
長
（
昭
和
五
四
年
三
月
ま
で
）

五
四
年
四
月

鹿
児
島
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
担
当

五
六
年
一
月

鹿
児
島
大
学
長

六
〇
年
一
月
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鹿
児
島
大
学
長
（
再
任
）

昭
和
六
〇
年
一
〇
月

　
　
鹿
児
島
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
学
長

同
六
二
年
一
月

　
　
任
期
満
了
に
よ
り
退
職

同
六
二
年
一
月

　
　
鹿
児
島
大
学
名
誉
教
授
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業

績

目

録

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
大
学
文
科
報
告
一
号
」
　
昭
和
二
七
年

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
大
学
社
会
科
学
研
究
」
一
巻
一
号
　
昭
和
二
八
年

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
大
学
文
理
学
部
社
会
科
報
告
」
三
号
　
昭
和
三
二
年

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
大
学
文
理
学
部
社
会
科
報
告
」
五
号
　
昭
和
三
三
年

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
大
学
文
理
学
部
社
会
科
報
告
」
六
号
　
昭
和
三
四
年

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
大
学
文
理
学
部
社
会
科
報
告
」
八
号
　
昭
和
三
六
年

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
大
学
文
理
学
部
社
会
科
報
告
」
九
号
　
昭
和
三
七
年

　
㈲
　
鹿
児
島
県
に
お
け
る
末
子
相
続
（
そ
の
二
）

　
ー
　
鹿
児
島
県
に
お
け
る
末
子
相
続
（
そ
の
一
）

　
　
　
　 O

論
文

　
ー
　
建
築
請
負
契
約
に
お
け
る
損
害
負
担
に
つ
い
て

　
ー
　
（

　
）
　
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
公
務
員
の
不
法
行
為

　
3

　
（

　
ー
　
家
屋
賃
借
権
の
相
続
性
ー
建
物
の
賃
借
人
の
死
亡
に
よ
る
賃
借
権
の
承
継
ー

　
4

　
（

　
ー
　
消
費
貸
借
に
お
け
る
暴
利
行
為

　
5

　
（

　
）
未
登
記
不
動
産
用
益
権
の
保
護

　
6

　
（

　
）
　
制
限
超
過
利
息
の
法
的
取
扱
い
に
つ
い
て

　
7

　
（
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q7〉　（161　（151　04）　（13）　（12）　（11）　（10）　（9）

　
　
「
鹿
児
島
大
学
文
理
学
部
社
会
科
報
告
」
一
〇
号
　
昭
和
三
八
年

担
保
作
用
と
し
て
の
相
殺
－
相
殺
予
約
の
対
外
効
力
を
中
心
と
し
て
！

　
　
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
「
法
学
論
集
」
一
号
　
昭
和
四
〇
年

請
負
契
約
に
お
け
る
完
成
前
の
建
物
の
所
有
権
に
つ
い
て

　
　
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
「
法
学
論
集
」
二
号
　
昭
和
四
一
年

建
物
建
築
請
負
に
お
け
る
未
完
成
建
物
の
所
有
権
に
つ
い
て
再
論

　
　
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
「
法
学
論
集
」
三
号
　
昭
和
四
二
年

南
九
州
の
温
泉
権
に
関
す
る
研
究
e

　
　
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
「
法
学
論
集
」
四
号
　
昭
和
四
三
年

南
九
州
の
温
泉
権
に
関
す
る
研
究
口

　
　
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
「
法
学
論
集
」
六
巻
一
号
　
昭
和
四
五
年

効
果
意
思
1
「
効
果
意
思
」
と
い
う
概
念
は
必
要
か
ー

　
　
『
演
習
法
律
学
体
系
・
民
法
』
青
林
書
院
新
社
　
昭
和
四
六
年

危
険
負
担
－
債
権
者
主
義
の
適
用
範
囲
は
制
限
さ
れ
る
か

　
　
『
演
習
法
律
学
体
系
・
民
法
』
青
林
書
院
新
社
　
昭
和
四
七
年

建
築
請
負
契
約
と
建
物
所
有
権
の
帰
属

　
　
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
「
法
学
論
集
」
七
巻
二
号
　
昭
和
四
七
年

借
地
法
上
の
登
記
建
物
の
所
有
と
建
物
保
護
法
一
条

　
　
「
民
商
法
雑
誌
」
七
三
巻
五
号
昭
和
五
一
年
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『
法
律
学
の
争
点
』
「
民
法
の
争
点
」
有
斐
閣
　
昭
和
五
三
年

　
　
　
　
　
「
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
売
買
（
動
産
）
判
例
百
選
」
　
昭
和
四
一
年

　
　
　
　
　
「
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
不
動
産
取
引
判
例
百
選
」
　
昭
和
四
一
年

　
　
　
　
　
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
四
三
三
号
　
昭
和
四
四
年

　
　
　
　
　
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
四
八
二
号
昭
和
四
六
年

　
　
　
　
　
「
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
宗
教
判
例
百
選
」
　
昭
和
四
七
年

　
　
　
　
　
「
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
銀
行
取
引
判
例
百
選
」
　
昭
和
四
七
年

　
　
　
　
　
「
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
民
法
判
例
百
選
（
総
則
・
物
権
）
」
　
昭
和
四
九
年

　
　
　
　
　
「
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
民
法
判
例
百
選
（
債
権
）
」
　
昭
和
五
〇
年

　
⑬
　
不
動
産
賃
借
人
に
対
す
る
賃
料
請
求
と
登
記
の
要
否

⇔
判
例
研
究

　
）
代
金
の
確
定

　
1

　
（

　
〉
　
特
定
物
の
債
権
者
に
対
す
る
明
認
方
法
の
対
抗
力

　
2

　
（

　
）
　
取
引
行
為
と
民
法
七
一
五
条

　
3

　
（

　
〉
　
不
法
原
因
に
よ
り
贈
与
し
た
未
登
記
建
物
の
引
渡
し
と
不
法
原
因
給
付
の
成
否
お
よ
び
そ
の
建
物
所
有
権
の
帰
属

　
4

　
（

　
〉
　
寺
院
の
道
場
の
守
護
役
を
永
久
に
委
任
す
る
契
約
の
適
法
性

　
5

　
（

　
〉
　
相
当
代
価
の
売
却
と
詐
害
行
為
の
成
立

　
6

　
（

　
）
　
温
泉
専
用
権
と
第
三
者
対
抗
要
件

　
7

　
（

　
）
　
請
負
契
約
に
お
け
る
建
物
所
有
権
の
帰
属

　
8

　
（
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「
判
例
時
報
判
例
評
論
」
一
九
三
号
　
昭
和
五
〇
年

　
　
　
　
　
「
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
民
法
判
例
百
選
－
総
則
・
物
権
（
第
二
版
）
」

　
　
　
　
　
『
新
版
・
判
例
演
習
民
法
（
債
権
各
論
）
』
有
斐
閣
　
昭
和
五
九
年

　
　
　
　
　
『
今
日
の
法
学
』
　
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
出
版
会
　
分
担
執
筆

　
　
　
　
　
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
四
〇
六
号
昭
和
四
三
年

　
　
　
　
　
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
五
五
八
号
　
昭
和
四
九
年

　
ー
　
水
道
管
敷
設
工
事
妨
害
禁
止
請
求
事
件

　
9

　
（

　
①
　
慣
習
法
上
の
物
権
－
温
泉
専
用
権
l

　
O

　
の
　
請
負
と
建
物
所
有
権
移
転
の
時
期

　
0

日
　
そ
の
他

　
）
　
市
民
相
互
の
法
関
係
－
財
産
関
係
の
法
、
企
業
関
係
の
法
1

　
1

　
（

　
）
　
随
想
「
湯
の
ま
ち
異
変
」

　
2

　
（

　
ー
　
随
想
「
多
数
決
へ
の
疑
問
」

　
3

　
（

昭
和
五
七
年

昭
和
四
四
年
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